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足立区基本計画審議会 会議概要 

会 議 名 足立区基本計画審議会 第２回くらし・まち分科会 

事 務 局 政策経営部 基本計画担当課 

開催年月日 令和５年１１月６日（月） 

開 催 時 間 午後１時００分 ～ 午後３時００分 

開 催 場 所 足立区役所 南館８階 特別会議室 

出 席 者 

【委員】 

宮本 みち子 分科会長 長谷川 勝美 副分科会長 遠藤 章 委員 

山下 俊樹 委員 渡部 郁子 委員 小栁 真太 委員 

岡安 たかし 委員   

【事務局】 

政策経営部長 

勝田 実 

基本計画担当課長 

伊東 貴志 

基本計画担当係長 

山﨑 悠生 

政策経営担当係長 

芳賀 優美子 

政策経営担当係長 

鈴木 力 

政策経営担当係長 

乾 洋平 

政策経営担当係長 

土井 渉 

政策経営担当係長 

古田 信幸 

政策経営担当係長 

池田 広幸 

株式会社 地域計画連合 

相羽 

株式会社 地域計画連合 

森田 

株式会社 地域計画連合 

柳坪 

関 係 所 管 
福祉管理課長 

近藤 博昭 

都市建設課長 

室橋 延昭 
 

欠 席 者 加藤 和明 副分科会長、國井 幹雄 委員、渡辺 ひであき 委員 

会 議 次 第 
１ 第１回分科会での意見について 

２ 意見交換（現在と将来に向けた課題等） 

３ 今後の議論に向けた資料の説明について 

４ 事務連絡 
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資 料 

・ 【資料１】第１回 くらし・まち分科会での意見等 

・ 【資料２】第１回 ひと・行財政分科会での意見等 

・ 【資料３】意見提出用紙による意見等 

・ 【資料４】検討シート 

・ 【資料５】足立区基本計画策定のための検討素材 追加資料 

・ 【資料６】第２回 全体会開催通知 

・ 事前質問への回答 

・ 宮本会長のくらし・まち分科会の発言の追加説明・修正・追加意見等 

・ 第８回「子どもの健康・生活実態調査」報告書（概要版）の訂正内容 

 

そ の 他 

傍聴人：有・無（２人） 

 その他参加者：有・無（     ） 
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（審議経過） 

（伊東基本計画担当課長） 

それでは定刻となりましたので、ただいまよ

り足立区基本計画審議会 第２回くらし・まち

分科会を開催します。本日はお忙しいところご

出席を賜り、誠にありがとうございます。最初

に本分科会ですが、条例で公開を原則としてい

ます。また、会議録はホームページ等で公開す

ることを改めてご了解いただければと思いま

す。なお、本日は傍聴の方がいらしていますの

でご了解いただければと思います。また、会議

録を正確に記録するため、録音もさせていただ

いております。広報やホームページに掲載する

ために写真撮影も適宜行なわせていただきます

ので、その点もご了承願います。 

では、配付資料の確認を行います。事前送付

資料ですが、資料１から６までございます。資

料１が第１回くらし・まち分科会の意見一覧。

資料２が第１回ひと・行財政分科会で出た主な

意見。資料３が意見提出による意見の一覧。資

料４が検討シート。こちらは本日検討いただく

ためのシートです。資料５が足立区基本計画策

定のための検討素材追加資料。資料６が第２回

全体会の開催のご案内。その他、本日席上配付

の資料として、席次表、事前質問への回答をま

とめたシート、意見提出用紙。宮本会長からの

分科会の発言への追加説明資料。そして、第８

回子どもの健康生活実態調査報告書（概要版）

の訂正内容。資料の不足はございませんか。ま

た資料については、タブレットでご覧いただく

こともできます。ご希望であれば事務局までお

申し付けください。 

次に席上マイクの使い方をご説明します。ご

発言の際はお手数ですが、お手元のマイクのボ

タンを押していただき、マイクのランプが点灯

しましたら、最初にお名前をおっしゃってくだ

さい。お名前は会議録作成のために必要となり

ますので、ご協力願います。発言が終わりまし

たら、再度、ボタンを押していただきますよう

お願い申し上げます。事務局からのご案内は以

上です。ではここからは宮本分科会長に進行を

お願いしたいと思います。 

 

１ 第１回分科会での意見について 

（宮本分科会長） 

それでは次第に沿って進めさせていただきま

す。第１回分科会での意見について、事務局か

らご説明をお願いします。 

（伊東基本計画担当課長） 

では、事前にお送りした資料１と２をご覧く

ださい。こちらが９月７日、９月８日に行なわ

れました各分科会でいただいた意見をまとめた

ものでございます。資料１がくらし・まち分科

会、資料２がひと・行財政分科会です。資料１

からご説明します。くらし・まち分科会ですの

で、前回この分科会で出た内容でございます。

主に論点として出たものが、地域コミュニティ

に関すること、人口動態・構成に関すること、

防災に関すること、その他となります。地域コ

ミュニティに関することについては、町会・自

治会に対する意見を多くいただきました。町

会・自治会については、コロナ禍においてイベ

ントの開催が難しく、それによってまちの方々

が、町会・自治会がどんなことをやっているの

かが分からない状態になっているといったご意

見がございました。また、若い世代がやりたい

という気持ちがあって加入をしても、その町会

の中でやりたいことなかなかやらせてもらえな

いという実態があって、若い世代と、もともと

いた世代の分断が起きているのではないかとい

ったご意見。あとは今後のコミュニティの方向

性に関する意見でも町会のことが触れられてい

ます。今後、大きな町会が今後も続いていくの

かという整理をしていくべきではないかといっ

たご意見。ネットワークは大事だと思うけれど

も、町会・自治会のあり方自体も考える岐路に

来ているのではないか。地域のつながりが必要

なのは分かるが、それをどう地域の方々に訴え

るのかが課題だといったご意見をいただいてい

ます。 

資料１右側の人口動態・構成に関することで

は、中年単身者に関するご意見。そして、子育

て世代に関するご意見をいただいたところで

す。特に中年単身者については、足立区に限ら

ず東京都内で中年単身者が増加しているところ

だけれども、今はまだ行政の課題として顕在化

様式第２号（第３条関係） 
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はしていないけれども、１０年、２０年後にそ

の方々が高齢化した時に非常に大きな問題にな

るのではないかという意見をいただきました。

また、そうした流れは食い止めることが困難な

ので、流れを止めるよりもいかにそういった

方々が幸せに暮らしていけるかのサポートをす

る、そういった考え方が重要なのではないかと

いうご意見もいただいています。 

また、子育て世代に関するご意見では、独身

者が増えているというところで、子育て世代の

若年者を呼び込むところを全面的に押し出して

いかないと、なかなか若年層が増えていかない

のではないかというご意見も出ています。 

防災に関することについては、災害対策に関

すること。そして防災訓練に関するご意見をい

ただいています。災害時の要支援者・避難者の

支援について実効性がなかなか難しいところが

あるので、行政としてしっかりその対策を練っ

てもらいたいというご意見。水害時のマニュア

ルの周知が不足しているので、しっかりＰＲを

してもらいたいといったご意見。また訓練につ

いては、そのやり方自体が今の時代に即してい

るのか。また障がい者の方々がその訓練になか

なか参加できない部分があるので、その点の検

討をしてもらいたいといったご意見をいただき

ました。 

最後にその他について。公共施設のあり方に

ついて、長寿命化など複合的な視点で考えなけ

ればならないといったご意見。環境に関するこ

とで言えば、家庭からのＣＯ２の排出が多いと

いう現状なので、区民一人ひとりが環境に配慮

する行動を起こしていくべきはないかといった

ご意見をいただいています。 

続いて資料２をご覧ください。資料２はひ

と・行財政分科会で出た主な意見です。ひと・

行財政分科会においては、子どもの教育に関す

ること、男女共同参画に関すること、そして区

政運営に関することが大きな３つのご意見とし

てございました。 

まず、子どもの教育に関することにつきまし

ては、子どもの居場所に関する意見。そして学

校教育と地域や家庭との関わりに関する意見を

多くいただいたところです。子どもの居場所に

ついては、子ども、そして高齢者についてもそ

うですが、居場所がなかなかなくなってきてい

るので、コミュニケーション不足というところ

から、子どもの引きこもりにつながっていって

いるのではないかというご意見。コロナがあっ

て、子どもの育つ環境や暮らす環境が変わって

いて、１～２年生から不登校になるケースが増

えてきているのではないかといった指摘。学校

教育と地域・家庭との関わりについては、今ま

でコロナ禍でコミュニケーションが取りづらく

なっていて、ＰＴＡなどの活動の質が落ちてき

ている。立て直しが必要ではないかというとこ

ろですとか。あとは子どもの学力と地域との関

連を感じているので、全体的なボトムアップ、

底上げが必要な子には、とにかく教員を含めた

良い人材を配置すること。人材も大事だという

ところも必要なのではないかといったご意見を

複数の委員からいただきました。 

資料２の右側に移りまして、男女共同参画に

関することについては、ジェンダー平等に関す

る意見が出ました。男女の家事・育児の分担な

どが腹落ちをしないまま制度や法律ができてい

て、なかなか実態に即していないのではないか

といったご意見。あとはジェンダーフリーの視

点については、新しい基本計画に入れていくべ

きだというご意見が出ました。 

最後に区政運営に関することについては、協

創に関すること。そして施策、組織・人材育成

に関することで意見をいただいています。協創

に関しては、足立区は行政としては、ややいろ

いろなことをやりすぎなところが感じられると

いう意見が出ました。ＮＰＯと協創をすること

が必要なのではないかというご意見。地域で頑

張っていた団体も今は区からの委託事業の担い

手になっている面も否めないといったご意見。

また施策に関しては、予算を掛けずにソフトの

面で質を高くしていくことが必要なのではない

かというご意見。いわゆる無駄だと思われる事

業については廃止していく姿勢も必要なのでは

ないかというご意見。最後に組織・人材育成に

ついては、どれだけ良い人材を区の職員として

取りそろえることができるかということで、職

員のモチベーションを引き出せるような仕組み
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の強化が必要ではないかといったご意見をいた

だいています。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございました。第１回分科会での

意見の概要でした。ご発言された方の中で、ご

発言の趣旨と相違があるなどのご意見がありま

すでしょうか。ありましたらお願いいたしま

す。 

資料１の中年単身者に関する意見のところ

で、最後に小栁委員がご発言していることにつ

いて。これは私が発言したことを受けた形で発

言していただいているのですが、中年単身者は

他区に流れていくとあるのですが、私の意図は

若い単身者が家庭を持つと他区に流れていくと

いう意味で、中年単身者は他区には流れませ

ん。ここは修正をいただければと思いますが、

小栁委員、いかがでしょうか。 

（小栁委員） 

私もそういう趣旨で、中年単身者が増加する

流れを止めることは困難であるとともに、若年

者は入ってきて、家庭を持つと区外へ出ていく

という話をしていたはずです。 

（宮本分科会長） 

ここは事務局で修正をお願いします。他にい

かがでしょうか。お気づきのことがあれば、意

見交換の中でご発言いただければと思います。 

 

２ 意見交換 

（宮本分科会長） 

続いて次第２、意見交換に入りたいと思いま

す。事務局に検討シートをご用意いただいてい

ます。これについて事務局からご説明をお願い

します。 

（伊東基本計画担当課長） 

資料４をご覧ください。現行の基本計画にお

いては、多数の施策の柱がございます。検討シ

ートに記載している項目は、基本計画の中の柱

となっているテーマです。前回のご議論に加え

て、本日はご議論をいただきたいと思います。

基本計画ですので、内容が多岐にわたっていま

す。それぞれのテーマについて区の施策、また

これから区の施策としてあるべき内容、欠けて

いる視点についてご意見を賜れればと考えてい

ます。また当然項目によっては濃淡があると思

いますが、極力この柱の中で欠けている点など

もご指摘をいただければと思います。 

（宮本分科会長） 

それではまず「くらし」分野について、足立

区の課題や必要な視点についてご意見をいただ

きたいと思います。先ほどもご説明があった通

り、今日は空いているマスを一通り埋める必要

があります。ご質問に関しては、後でまとめて

事務局からご説明をお願いします。前回と同じ

ように、発言をしていただいたことに関して

は、事務局で付箋に記載して模造紙に貼り付け

て、後で説明をしていただきます。このマスが

結構たくさんありますので、１回のご発言はで

きるだけ完結にいただければと思います。４０

分程度の時間を確保しています。その中ででき

るだけ出し切って、それが終わったら次に移り

たいと思います。 

（山下俊樹委員） 

感染症対策のところで意見を言いたいと思い

ます。感染症対策、今回のコロナウイルス感染

症にしてもインフルエンザにしても、基本的に

は個人的な防衛になりますので、この基本計画

にどう盛り込むのかということもあります。こ

の間のコロナウイルス感染症のようにパンデミ

ックが起きた場合は、国の施策とか東京都の施

策とか、それに合わせて医療機関や消防などが

動くということで、足立区で特段にこうしなけ

ればいけないということはあまりないと思いま

す。ですが、先般も問題になったように、軽症

なのに救急車を呼ぶとか、あるいは重症で本来

運ばなければいけないのに、それを過度に抑制

してしまうとか、非常にバランスの悪いことが

多くて、救急の体制が滞ってしまったり、ある

いは本来緊急で対応しなければいけない人が家

で死んでしまったりといったことが社会問題に

なったと感じています。従って、普段から区民

に対して、どういう場面を緊急性があるものと

考えるかといった点、特に子どもの発熱とか、

健康教育、病気に対する教育を、今現在してい

るのは知っているのですが、更に強化してもい

いのではないかと感じます。 

（宮本分科会長） 
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今の話で、子どもの発熱はパンデミックに関

わっての話でしょうか。 

（山下俊樹委員） 

一般的に子どもが熱を出した場合に、すぐに

救急車を呼ぶ親御さんもいますし、こういう状

況なら大丈夫だと言って対応する比較的落ち着

いた親御さんもいます。パンデミックになると

みんなが焦ってしまって、救急がいっぱいにな

ってしまう。あるいは、救急外来がごった返し

てしまうといったことがあるので、普段からこ

ういう症状ならば大丈夫だとか知っておく必要

があります。例えば、意識がしっかりしてい

て、泣いたり笑ったり食事を取ったりしている

間はあまり緊急性がないとかです。あるいは、

緊急性がある時、意識レベルが落ちていると

か、痙攣が出るといった場合は迷わず救急外来

に連れていくといったような教育・啓蒙を普段

からやっておかないと、いざという時にみんな

慌ててしまうと感じています。 

（小栁委員） 

感染症対策、保健医療体制に関わるのです

が、今うちは子どもを３人育てているのです

が、特に今の時期、インフルエンザがかなり流

行っていて、学校が学級閉鎖ということが毎年

のようにあります。コロナウイルス感染流行時

にみんながマスクをするようになって、インフ

ルエンザがガクッと減ったと思うのですが、ま

たインフルエンザが流行ってきています。前か

ら思っていたのですが、インフルエンザワクチ

ンの負担がかなり大きいです。子どもの場合は

２回打つ必要があり、それぞれ３,５００円ずつ

掛かる。子どもが３人いると結構するため、で

きれば補助をしていただきたい。大人だと勤務

していれば会社の保険の補助で受けられたりす

るのですが、子どもの場合補助は全く、厳しい

と思うことが結構あります。そのあたり施策に

入るとうれしいなというのはあります。 

（山下俊樹委員） 

子どもたちは３,０００円から４,０００円ぐ

らい、これは自由診療なので医院によって値段

が違います。今、区は６５歳以上は無料として

います。一方、子どもはなぜ無料にならないの

かということですが、一つには有効性が大人ほ

どあまりないというのがあり、その結果、他の

ワクチンに比べて全員に強力に推し進めてはい

ません。ただし、ワクチン以外の良い予防方法

があるのかというとないので、何か対策をとる

としたらインフルエンザワクチンではありま

す。しかしながら、打ってもかかってしまうケ

ースが多いため、おそらく足立区としては無料

にしてまで強く勧めることは今のところはして

いないと私は捉えています。 

（長谷川副分科会長） 

今、山下俊樹委員がおっしゃったような話も

ありますが、議会からも子どものインフルエン

ザの予防接種に助成をというお話をいただいて

います。まずはリスクの高い高齢者からという

ことで予防接種を無料化しましたが、子どもに

ついても足立区としては、できるだけ近い今後

に助成を行いたいということで検討していま

す。 

（山下委員） 

医師会としては、ムンプスワクチンとか、子

宮頸がんワクチン、これは男性も含めてです

が、こちらの方が緊急性と有効性が高いであろ

うということで、現時点では子ども向けインフ

ルエンザワクチン接種の無料化を区に要望はし

ていません。 

（渡部委員） 

くらし検討シートの２番目。高齢者・障がい

者の虐待対応、権利擁護等というところで、高

齢者・障がい者などの生活のサポート体制を充

実するところについてです。障がい者の権利擁

護の関係で、小学校や中学校で障がい者理解を

深めるための授業を行い、その中で区としてパ

ラアスリートを招聘しお話を聞くというのは障

害者団体としてよく伺っています。ただ、障害

者団体としては、障がいのある人とない人との

関わりが少ないため、どうしても理解が進んで

いないというのを感じているという話をよく聞

きます。実際にその地域に暮らしている我々

が、小学校や中学校に行って、「普通に暮らし

ているみんなと同じ区民なんだよ」という話が

できたらいいなと、そんな機会がぜひ作れない

だろうかという話をよく聞きます。パラアスリ

ートとか、障がいを持っていてもすごく活躍し
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ている人たちと関わる機会がある一方で、当た

り前に暮らしている障がい者と健常者の関わり

が持てる機会が作れないだろうかという話をよ

く聞きます。権利擁護の欄で正しいのか分かり

ませんが、障がい者と健常者が混じり合って、

何か交流が生まれるような場を作るような施策

がもしできるとしたら、ありがたいなと思って

います。 

（宮本分科会長） 

今の件についていかがですか。いきなりパラ

アスリートって飛躍がありますよね。 

（岡安委員） 

パラアスリートの招聘というのは、あくまで

もスポーツの観点で、健常者だけなく、障がい

者もスポーツに勤しめる環境を作りたいという

ところからの発想です。オランダとの交流か

ら、総合スポーツセンターにてスペシャルクラ

イフコートというものが設計されました。障が

い者が気軽にスポーツができる環境をというこ

とで整備されたもので、２３区でも画期的なも

のであり、全国から視察に来ています。関連し

て、パラスポーツで活躍されている方を呼ぶこ

とによって、障がいをお持ちのお子さんが自分

もああいうスポーツができるのではないか、と

思えるのではないか、という発想からです。 

障がい者との交流というところは、また別の

視点で行政は進めているはずです。なので、パ

ラスポーツで活躍している人を呼んでいるとこ

ろだけが目立ってしまって、誤解が生じると良

くないとは思います。あくまでもそれはそれと

してのスポーツ分野での進め方です。ノーマラ

イゼーションの精神は今では当たり前のように

学校で先生が、温度差はあるかもしれません

が、教えているはずです。またインクルーシブ

教育がいいのかどうかというのはいろいろあり

ますが、障がいのあるお子さんが普通教室に何

人もいるのが今の時代であり、その中で自然に

学んでいく。また、障がいというのはこういう

ものだというのを、本当は総合の時間とかで教

えてくれるのがいいのでしょうけれども、先生

によって温度差があるかもしれません。小学

校・中学校において、昭和の時代よりは間違い

なく、障がいのある人もみんなと一緒なんだよ

という教えは浸透してきていると思います。障

団連の方からすればまだまだ足らざるところが

あるとは思いますが、足立は結構頑張っている

方だと私は思っています。 

（宮本分科会長） 

障害者団体に区の意向・活動が十分に届いて

いないことの方が問題かもしれませんね。 

（渡部委員） 

届いてはいるのです。実際に担当部署でやっ

ていることは聞いていますし、ユニバーサルデ

ザイン担当でいろいろな事業を提供しているこ

とも聞いてはいます。その一方で、障がい者が

実際にその事業の中に入って、見て、質問し

て、関わって、みたいな場は全くないというの

を、障がい者関連の方々は感じています。理解

は進んでいるし、事業もある、でもそれをやっ

ているのは健常者といったことで、自分たちも

そういうところに関わりたいという話なのだと

思います。自分が役に立っているという機会を

もっともっと増やしていきたいという思いを私

は感じています。もちろん理解は進んでいる

し、そういう事業がたくさんあることも分かっ

ていますが、そういったことに自分たちも当事

者として関われるような仕組みが今後できてい

ったらありがたいなというニュアンスでお聞き

しています。 

（宮本分科会長） 

それは大事なことだと思います。当事者とし

てそこに参加していきたいという、これは重要

な政策になると思います。 

他にいかがでしょうか。例えばビューティフ

ル・ウィンドウズ運動に関してなどいかがでし

ょうか。 

（渡部委員） 

ビューティフル・ウィンドウズ運動はとても

素晴らしい結果も出ている施策だと思います

し、とてもいいと思います。一番気になってい

るのは、たばこのポイ捨てがどうしても減らな

いという点です。小さな子どもは外に出掛けた

時にだいたい何か落ちているとすぐに拾うんで

す。そこで一番怖いなと思うのがたばこの吸い

殻です。禁煙のエリアもすごく増えて、歩きた

ばこも禁止になって、罰金制度もできているの
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ですが、やはりまだまだ喫煙ルールが守れてい

ない、ちょっとヒヤッとするような場面がたく

さん見受けられます。そこをどうしていくの

か。あまりキツキツにするのも愛煙家には申し

訳ないなと思いつつ、事故とか危険のない範囲

でどう上手く決めていくのかというところは、

もう少し何かがあった方がいいかなと感じてい

ます。 

（遠藤委員） 

ビューティフル・ウィンドウズ運動というの

はブロークン・ウィンドウズのことですね。窓

割れ理論から始まっているのだと思います。商

店街などでは自分でそれぞれの範囲を清掃する

という、門掃きという習慣があります。こうい

う習慣を広めていくしかないです。その他、地

域清掃と言って、地域ごとにいろいろな団体を

集めて清掃をすることも既に実施されていま

す。今、言われたたばこのポイ捨てですが、こ

れはなかなか直らないです、本当に。朝自分の

ビルの前を掃きますけど、近所の人も掃いてい

るのですが、たばこは禁止されているのです

が、吸う場所もあるのですが、だけどやっぱり

直らないです。ただ喫煙の権利もありますか

ら、ゼロというわけにはいかないのではないし

ょうか。 

（渡部委員） 

もちろん地域清掃とかできれいにしていくと

いうことを通じて、今の子どもたちにとってポ

イ捨ては良くないという意識の醸成にはつなが

っています。子どもたちが地域清掃で拾うもの

が、ポイ捨てのたばこばかりです。まちをきれ

いにするのは大事ですが、間違えて手で拾った

りということを考えるとすごく危険だなと思っ

ています。もちろん空き缶とかペットボトルと

かもあるのはあるのですが、その比じゃないぐ

らいポイ捨てがたくさん集まるため、それを子

どもたちに拾わせるというのはどうなのかな

と、少々心配に思うこともあります。地域清掃

でできること、まちをきれいにするのは大事で

すが、それ以前にたばこのポイ捨てはどうにか

ならないだろうかということで、どうにもなら

ないとおっしゃる気持ちはすごくよく分かるの

ですが、どうにかならないかなと思っていると

ころです。 

（小栁委員） 

昔と比べて今は自転車の放置がかなり減って

いると思います。それは駅前とかで、ずっと監

視をしていて、注意をしてくれる人がいらっし

ゃる、その人たちが寄与するところが大きいと

思っています。たばこのポイ捨ての因果関係と

しては、歩きたばこがほぼ全ての原因だと思い

ます。歩きたばこは罰金制度ができたのはいい

けど、取り締まられているのかどうか、いまい

ちよく分からない部分がある。取り締まりを強

化するとまでは言いませんが、監視員がいると

いいのかなとは思いますがどうでしょうか。 

（遠藤委員） 

たばこの罰金はあります。私どもも商店街は

禁煙なので、それを調べる方は年中歩いていま

す。見つかったら罰金を取られます。それで

も、その方たちは時間で勤務しているので、そ

れを除いた時にというのはあります。 

（伊東基本計画担当課長） 

職員が禁煙区域を巡回しています。喫煙する

方を見つけたら、その場で過料２,０００円をい

ただくことになっています。当初よりは浸透し

てきているため、件数が上がり続けていること

はないのですが、一定程度の取り締まりはやっ

ています。 

（岡安委員） 

たばこに関しては、議会でも何年も前から課

題に挙がっていて、誰かが質問するような話で

す。今事務局からあったように、主要駅の近辺

をまず禁煙エリアにしているのですが、課題の

一つが道路で指定しているので、面で指定をし

ないのかという議会質問が出ており、今後そう

いう形にしていくという話です。まだ指定され

ていない駅に関しても、しっかり指定していっ

てほしいと要望しており、その方向になりつつ

あります。また、指導員ですが、歩いていると

は言っても、朝、駅に１時間、２時間いても全

く見かけない時もあります。人数的に限界なの

だと思います。そこをどれだけ増やすのかとい

うのがまた課題。なお、指導員も過料はできる

のですが、強面の人から、「何だ、うるせえ

よ」と来たら、「あなた２,０００円ですよ」な
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んてなかなか言えません。むしろ強面の人に声

を掛けられないところを私は何度も見ていま

す。従って、もう少し指導員も強く言わなきゃ

いけない場面もあるのではないかと思います。

強面には強面で対応ということで、区も重々分

かっているとは思いますが、見た感じ、この人

が来ると吸えないなという人に歩いてもらいた

いなというのもあります。こういったところを

増やすことによって、少しは減らせるかもしれ

ません。公園も禁煙ですけど落ちています。も

う少ししっかり見回るのも大事です。ちなみ

に、歩きたばこでポイ捨てしないために、喫煙

所を設けようとしていますが、まだまだここに

作ってほしいというところに作れない状態で

す。せいぜい作れても囲うだけになるため、上

から全部煙が行ってしまい、副流煙を子どもた

ちが吸ってしまう。やはりボックス型がいいの

ですが、設置できるところ、できないところが

あると思います。これも少しずつ何とか工夫し

て設置できるところを増やしていかないと、ポ

イ捨ては減らない。 

遠藤委員がおっしゃった通り、いくらやった

ところで最後はマナーです。全然守らない人は

守らないのだろうなとは思います。ビューティ

フル・ウィンドウズ運動の理論からすれば、減

っていけばだんだん減るのではないか、全く落

ちていなければポイ捨てはできなくなると思

う。そういう方向性をしっかり区としても基本

計画に盛り込んで、たばこのポイ捨てが少しで

も減らせるようにやっていただければと思いま

す。 

（宮本分科会長） 

子どもさんがたばこの吸い殻ばかり拾ってく

るというのは素手ですか。 

（渡部委員） 

一応トングはあるのですが、トングを持って

いない小さいお子さんとかが、つまんでしまう

ことがあり、心配です。 

（山下俊樹委員） 

これも広い意味でビューティフル・ウィンド

ウズ運動になると思うのですが、例えばコンビ

の前で不良がたむろっている。そういったとこ

ろがたくさんあれば、犯罪の多いまちになって

いきがちだと思います。たばこと同じように声

掛けをする。そういう仕組みがないと、それこ

そ、隣の川口市ではないですが、将来外国人が

増えてくる可能性も十分ある現状では、あらか

じめいろいろな手を打っておいた方が、安全な

まちを保てると普段から感じています。 

また、これもビューティフル・ウィンドウズ

運動と関係があると思いますが、足立区はごみ

屋敷問題に非常に積極的にコミットしており、

実際に予算を付けてやっているのは足立区ぐら

いだと思います。ただし、当然ながら現金が出

るので、その審査は非常に厳しい。従って、も

う少し軽症のごみ屋敷、そこまでひどくなって

いないけど、今手を打たないと荒廃しそうなお

年寄りとか、精神疾患のある方のお家に対し

て、早め早めに手を打つ。そうすれば１軒あた

りのお金も少なくて済むでしょう。非常にいい

施策だと思っているので、もう少し使いやすい

形にしてもいいのではないかと思います。 

（長谷川副分科会長） 

今、山下俊樹委員からお話があったごみ屋敷

については、まさに足立区は率先していろいろ

地域のごみ屋敷問題で担当所管を作ってやって

います。最近特に効果のある手法として、ごみ

屋敷の方々はやはり精神的に疾患を持っていた

り、いろいろ問題を抱えている方がいらっしゃ

るので、医師会から推薦をしていただいた精神

科の医師の方に助言者として入っていただい

て、実際にごみ屋敷の当事者と職員が対峙する

時に、様々なアドバイスをいただいています。

非常に効果が出たということで、継続して医師

会の先生と連携をさせていただくことになって

います。単に行政だけがやるのではなくて、専

門の医療機関の皆さんのアドバイスをもらっ

て、ごみ屋敷の解決なりが非常に上手く行って

いる状況です。 

（宮本分科会長） 

社会的処方という言葉を、今、厚労省なども

使い始めているのですが、もともとイギリスの

医療機関の中で、病気になった人たちに対して

治療を進めるのがいいのか、そうではなくて孤

立を防ぐためにどこか適切なところにつなぐか

ということを判断して、病を解決するというこ
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となのです。そのためには、誰かがその患者さ

んを適切なところにつなげる仕組みが必要だと

いうことで、イギリスにおいてそれをやるのが

ソーシャルワーカーのようですが、リンクワー

カーという制度を作っています。医療機関とそ

の人と、受け皿の地域の様々なところ、スポー

ツセンターでも公園でも、それから図書館とか

です。いろいろなものを全部想定して、その人

はここにつなぐといいのではないかといったこ

とをやっています。これが孤立・孤独対策とし

て非常に有効だということで、厚労省が数年前

からイギリスのこの例を日本にも導入しようと

いう動きがあります。ごみ屋敷問題というのも

そういうところがあります。家の中、居場所が

ないほどのごみ屋敷になる前に、その人を適切

などこかにつなげていく、孤立させないとい

う、そういうやり方です。足立区はかなり全国

的に見てもそういうことに積極的な区だと思い

ますが、手を緩めると問題は解決せず、ずっと

続くので、そのあたりが必要だと思います。こ

れはどこになるのかな、「くらし」なのか、

「まち」なのか。くらしのシートの②で言う

と、「住んでいると自ずと健康になれるまち」

というあたりでしょうか。「生活困窮者への支

援」とも関わってくるものだと思います。「地

域で支え合うまち」にも関わるようなところ

で、社会的処方という考え方があるかなと思い

ます。他にいかがでしょうか。 

消費者被害、特殊詐欺被害対策。このあたり

はいかがですか。 

（岡安委員） 

これも議会では必ず話題に上がるのですが、

特殊詐欺が減少傾向になっていません。件数は

少し減っても金額が横ばい。むしろある年と比

べると増加しており、この１０年で右肩下がり

だということはない。これは全国的に同様と思

います。足立区としても様々な取組みをやって

いるのは分かるのですが、基本的にはまずは警

察と連携してやらざるを得ない。区として単独

で何ができるのかというところでは、例えば録

音機能付きの電話を無料で貸し出したりしてい

るのですが、更なる一工夫、二工夫が必要じゃ

ないかというのは議会からも出ています。これ

をやればという必殺技がなかなか提案できてい

ないのが苦しいところではあります。区として

先進事例をもっと研究していただいて、施策と

して取り入れてほしいとお願いしています。足

立区はすごいことをやっている、全国が目を見

張るようなことをやって、みるみる右肩下がり

にできるようなことをやってほしいというの

は、議会からも発しているところです。 

（勝田政策経営部長） 

特殊詐欺の取組みとしては、電話で発生する

ものが主なので、録音装置を無料配付したり、

あとは区のホームページでこういった電話が掛

かってくるということで、実際に音声を流して

いたりしています。あとは発生しているエリア

において、防災無線でこの近辺に特殊詐欺の電

話が掛かっている傾向があるというのはお知ら

せをしているような状況にあります。先進事例

も研究しながら、取り入れられるものは全て取

り入れていきたいと考えています。 

（山下俊樹委員） 

私のところで毎月認知症カフェをやっている

のですが、年に１回は警察の生活安全課の人に

来てもらって、詐欺に関して４０分ぐらい話を

してもらいます。皆さん真剣に聞いています。

その人は認知症であるため騙されるかもしれま

せんが、周りの人たちの知識が多くなると、

「あれ、奥さんおかしいんじゃない？」といっ

た声掛けも多くなると思います。そういった高

齢者が集まるところでもっともっと講演会とか

説明会とか、そういったことをしていただきた

い。警察の方はあちこちで話しているからでし

ょうか、非常に話がお上手です。それも面白

い。イベントとしても悪くないと思いますの

で、そういった場をどんどん増やしていって、

地域でみんなで防衛する体制を作ることも必要

だと思います。 

（宮本分科会長） 

やりすぎということはなく、集まるところは

どこでも、という感じでしょうか。ちなみに、

認知症の方はどうやって防げるのですか。 

（山下俊樹委員） 

認知症の方が独居の場合は、そこに電話が掛

かってきた場合、それこそ電話に仕組みを作る
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以外は難しいと思います。その人が、例えば地

域の信金に行った時に近所の奥さんとかが、あ

れ、何かおかしいわよ、って気が付いてくれる

ような、それだけ住民みんなが特殊詐欺に対し

て気を付けるような状況を作って、少しでも防

いでいくようにするしかないのではないかと思

います。 

（宮本分科会長） 

そうやって声を掛けて防いだということは、

テレビでやっている事例では結構ありますね。 

（長谷川副分科会長） 

千住旭町では、認知症の方に声掛け訓練とい

うのを、地域の方々が民生委員と一緒にやって

います。認知症役の方もいて、ちょっと変わっ

た行動をしている方に対してどう声を掛けたら

いいかという訓練です。足立区は認知症の検診

をやっています。まだまだ十分とは言えません

が、認知症は大きな問題になってきていますの

で、地域を挙げて一緒にやっているところもあ

ります。 

（宮本分科会長） 

以前、長野県の山の方のある市に仕事で行っ

た時に、いろいろなところで声掛け訓練みたい

なことを徹底してやっていて、効果を上げてい

るということを聞いたのですが、本当に大事な

だと思います。障がい者の問題も同様であり、

障がいを持っている方に、何かお手伝いするこ

とはありますか、みたいな声掛けって訓練しな

いと難しいです。だから本当にそういうのはあ

らゆるところでやるのが効果があると思いま

す。 

（遠藤委員） 

消費者被害ということで、ネット詐欺による

被害がとても増えており、それを防ぐために専

門家を雇ったりしていますが、見えない部分が

多すぎて防ぎようがなくて、後追いみたいにな

っています。詐欺に遭った時に現実が分かっ

て、じゃあそれどうしましょうかって後から追

い掛けている形です。IT関係の職員をたくさん

入れるわけにはいかないので、消費者は消費者

庁に任せるという話になっていますが、区単位

でやるのか、それともどうなのでしょうか。 

（小栁委員） 

私はＩＴ関連の仕事をしていて詳しいことも

あり、母が Facebookとか YouTubeで流れてくる

詐欺的な広告を見て、これってどうなの？ と

聞いてくることがあります。結構巧妙なものが

多い。先日も岸田首相の映像を使った生成 AI の

ディープフェイクが、さも本物であるかのよう

に嘘を言っているという映像を流す事件があり

ましたが、一見本当に正しそうなものというの

がバンバン挙がってきてしまって、それを真に

受ける人がいる。うちの場合は私に相談ができ

たから良かったけれども、ある程度気軽に相談

ができる人を用意してつなげる必要がある気が

します。 

（宮本分科会長） 

消費者センターに一度私も電話をしたことが

あるのですが、ネットでどうも怪しいというの

を非常に丁寧に聞いて説明してくれました。そ

ういうところに気楽に電話をするという習慣が

あれば、それなりに機能するでしょうが、どう

しても引っかかるケースはあると思います。ま

た、成人年齢を１８歳に下げる時に、消費者被

害が今まで２０歳だった時には２１～２２歳ぐ

らいがドッと消費者被害の対象になるというこ

とで、それを１８歳に下ろした時に、１９歳あ

たりが狙われるという話がありました。法務省

ももちろんだし、１８歳に下ろす時に、消費者

教育を徹底するというのが条件の一つになって

いました。学校の消費者教育の強化ということ

で、家庭科がそれを担うことになっており、そ

れはそれでやってはいるとは思いますが、それ

だけではとても足りないということで、いろい

ろなところでやらなければいけないということ

です。 

（遠藤委員） 

消費者センターで専門の方に聞いた時に、か

なり国際的にいろいろな形が採られているとい

うことです。つまり日本の中でそれが起きて処

理できればいいのですが、そういうわけにはい

かない段階に入ってきているという話を聞きま

した。例えば、今、ウクライナとロシアがもめ

ていますが、ロシアに反対する国に対して、ロ

シア側から相当いろいろな、サイバー的な攻撃

が行なわれているというのを聞いたことがあり
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ます。あとはサイバーにも裏サイバーというの

があるらしいです。このような会議をしている

のが全部筒抜けて聞かれているという話を聞き

ました。企業なども会議が全部聞かれていると

いう。 

（小栁委員） 

裏サイバーとまでは言わないのですが、通常

のインターネットではなくて、ダーク Web と呼

ばれる完全匿名化されたネットワークが存在し

ていて、そういうところにこういった会議なら

ばいいのですが、企業秘密であったり、あとは

様々なインターネット上の技術の脆弱性の情報

を売買しているというネットワークが存在して

います。ビットコインとかそういった既存の貨

幣ではないものを使って売買して、それを詐欺

に使ったりとか、悪いことに使う。あとは反社

会的な勢力の様々な闇取引の方法にしたりとい

うことがあります。いろいろなところにカメラ

があって、それが闇のネットに流されているわ

けではないと思います。そういったところを通

じて、脆弱性情報などがやりとりされて、皆さ

んがまだ知らない脆弱性情報を使って、ハッキ

ングを行なって情報を抜いたりというのは結構

行なわれているので、その攻防は存在します。 

（宮本分科会長） 

②の生活困窮者への支援。あるいはくらしや

仕事に困っている人の支援というところで発言

させていただきます。生活困窮者支援制度に関

しては、足立区は全国でも先進的に取り組んで

いるところだと思うのですが、これもだからこ

れでいいということではなく、これからも力を

入れてやっていく必要があると思います。とり

わけ厚労省の重層的支援体制。要するに、今ま

でのように高齢者向け、障がい者向け、○○向

けという柱でではない。それを担当する専門職

なり専門機関なりが、それぞれ自分の領域の中

でやるというやり方がある一方、今困っている

人、苦しんでいる人、孤立している人というの

は、今までみたいにカテゴリーに分けられない

ほど非常に複雑で重層化しているという認識に

なりつつある。横につないでいろいろな人たち

が関わりながら、だから重層的、重ねて層のよ

うにという意味なのです。足立区は今までの経

験を元にして、重層的支援の先を進んでいただ

きたいと思います。これは、今までの社会保

障・社会福祉制度の見直しです。 

（長谷川副分科会長） 

重層的支援は来年からやる予定で準備を進め

ています。 

（近藤福祉管理課長） 

来年度組織改正をして、重層的支援の整備改

正をする予定です。本当に寄り添い支援をし

て、いろいろな課題に寄り添っていく。その体

制に加えて、すこやかプラザというのが来年、

西の方で開設するのですが、そこを拠点として

やっていく予定でいます。なかなか解決という

のは難しい状況になってきている。課題がどう

しても複雑になっているので、それに寄り添い

ながら一つひとつ支援をしていくための体制づ

くりを今、しています。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございます。これが本格的に機能

すれば、例えば、前回発言したように現に問題

を抱えている中年シングルについては、今まで

の制度ではそこはほとんど無視されてしまう年

齢層ですが、年齢で区切らなければ、中年シン

グルでも支援サービスの対象になります。中年

シングルだけじゃなくて、いろいろなところに

そういう方がおられると思いますので、ぜひ進

めていただきたい。 

（（株）地域計画連合 柳坪） 

出た意見をまとめさせていただきます。高齢

者・障がい者などの生活のサポート体制を充実

するという施策群について。高齢者・障がい者

の虐待対応、権利擁護等に関連して、障がい者

の方と健常者の交流の促進が重要ではないかと

いうお話がありました。 

また、障がい者などへの支援のところに位置

付けましたが、いろいろな支援が今はあるのだ

けれども、どちらかというと健常者の人が中心

になっていって、当事者としての関わり方が少

ないということ。くらしや仕事に困っている人

への支援ということに関しては、ここでは社会

的処方の話が宮本分科会長からありましたが、

問題を抱えている人をいかに適切な機関につな

ぐのか。そこではリンクワーカーといった方の
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存在があるかもしれませんが、そういったもの

を設置することも、孤立・孤独対策にも有効で

はないかという話がありました。 

最後に重層的支援です。これは既に足立区で

動きがありますが、ますます重要になってくる

という話がありました。 

感染症の方では、感染拡大が生じた時に、救

急の使い方を改めてみんなで知っておいた良い

のではないか。どういった時に救急を頼るべき

なのかといった健康教育が日常的に重要であろ

うという話がありました。また、インフルエン

ザワクチンについてはいろいろな考え方があり

ますが、これも含めて適宜検討していく必要が

あるということでした。 

消費者被害に関しては、特殊詐欺はいろいろ

対策をとっていても件数が減っていない状況か

ら、先進事例等を参考に、これから今後も引き

続き取り組む必要がある。ネット被害のような

新しいものも出てきているので、そちらに対し

ても専門家も含めて研究が必要という意見があ

りました。 

ビューティフル・ウィンドウズ運動に関して

は、たばこのポイ捨ての話がありました。ルー

ルはあるものの、ちゃんと守られていない、指

導体制はあるけれども見直したり、喫煙所設置

についてももう少しやり方があるかもしれない

という話がありました。 

最後にこれは全てに関わるかもしれません

が、声掛けが有効であり、これは日頃からやっ

ていないとなかなか難しいということで、「そ

の他」のところに入れています。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございました。それでは「まち」

に移りたいと思います。いかがでしょうか。 

（小栁委員） 

まちを歩いていると、全体的に狭い道路で、

歩道がほぼ全て電柱が埋まっていて、車道に出

ざるを得ないというところを車がかなり飛ばし

ているところがあります。電柱の地中化は難し

いのかもしれませんが、進めていただけるとう

れしく思います。 

あとは区の端から端まで歩いているのです

が、わりと寂れた方の地域の道路で、アスファ

ルトに草が生えるなど荒れ放題になっていると

ころ、もしくは道路の脇の建物から植樹がせり

出しているようなケースがたくさんあって、結

局歩道から追い出せて結構危ないみたいなとこ

ろがあります。また、歩道橋の裏側に鳥が住み

着いていて、糞がたくさん落ちてきていて下が

通りづらいところ。そういう課題があるところ

についてどこに通報すると対応してくれるのか

というのがいまいちよく分かりません。その場

で写真を撮って、ここに投稿すると対処してく

れるみたいな仕組みがあるとよいのではないで

しょうか。そういうコミュニケーション窓口み

たいなものを拡充してもらえると、それに協力

しようという区民もいるのではないかと思うの

で、このあたり、検討していただけるとうれし

いです。 

（長谷川副分科会長） 

道路に穴が空いているとか、公園ライトが消

えているとか、通報する仕組みはあります。

LINEで、写真を撮って送っていただくと速やか

に対応する仕組みが１年前にできました。まだ

まだ数は多くないのですが、だいぶ利用されて

います。身近なところを写真で撮っていただく

と、すぐに補修なり点検が入ります。 

（小栁委員） 

足立区の広報を受け取るメールや LINE などを

登録しているつもりなのですが、全然知りませ

んでした。こういう LINEがあるので、見かけた

ら通報してくださいね、みたいなことをやって

もらえると、結構いいコミュニケーションがで

きると思います。今後はやろうと思いますの

で、よろしくお願いします。 

（宮本分科会長） 

いい制度はあるけど、なかなか徹底していか

ないというか、時間が掛かるというか、そうい

うところがあるということですね。 

（岡安委員） 

交通環境の整備について。交通空白地域。田

舎ほどではないにしても、足立区内もまだまだ

交通不便地域があり、そこをどうするのかとい

うのが課題になっています。新しい交通システ

ムを考えるということで区が方向性を出したと

ころで止まっているのですが、やはりもう少し
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具体的に、また早く進めなければいけないと思

っています。タクシーなのかバスなのか。今、

ライドシェアについて国が言っていますが、課

題が大きくてライドシェアは進められないと大

きく批判している政党もある。そういったとこ

ろも含めて、区としても独自の視点で様々な研

究・検討をしてほしい。特に交通空白不便地域

では、高齢者は通院、買い物にも困っている人

がいます。これは早く何らかの方針をしっかり

出してほしいなと思っています。グリーンモビ

リティとか、タクシー会社と連携したワンコイ

ンタクシーとか、これらに限らないですが、何

らかのしっかり打ち出してほしい。 

快適な道路というところですと、インターロ

ッキングの道がかなりでこぼこになっていま

す。これに関しては、区としてはできる限り今

後はなくしていくという話でしたが、対症療法

ではなく、ある程度電柱と一緒で、今度は東、

次は南と、面で２年ぐらい掛けて全部なくして

いくとか、やった方がいいと思います。この点

もしっかり方向性としては基本計画に打ち出し

てほしいと思います。 

（室橋都市建設課長） 

早く新しい交通システムの方針を、というこ

とですが、所管の交通対策課でオンデマンド・

グリーンスローモビリティを含めて検討してい

るところです。方針については、来年度になる

と思いますが、一定の空白地域について導入も

含めて検討させていただきますので、もう少し

お待ちください。 

（渡部委員） 

災害に強いまちをつくる、震災や火災などに

強いまちづくりのところで、くらしの検討資料

２にも、災害時の要支援者への支援については

実行性が難しいとあります。災害対策として、

水害のマニュアルができて、今震災の方を作っ

ているというお話を聞いています。火災、震

災、水害の対策がいろいろな形でどんどん進ん

でいるのはとてもよく理解しています。しか

し、危機管理の専門家と一緒に活動をしている

中でよく話が出るのは、危機管理の視点から見

ると、順番が違っているところがあるのではな

いかということ。どういうことかというと、障

がい者向けの支援策などもとても細かく規程が

決まっているのですが、そこをやる前にやらな

ければいけないことができていないから、そこ

を決めたとしてもそれが実際にできるのかどう

かの実行性が難しくなっている。一般の人たち

が何かがあった時に動ける、つまり、怪我をし

たり死んだりせずに、他の人を助けることがで

きる、そういう人達を増やすための対策が全然

進んでいない。そちらに力をまず入れなければ

いけないのだが、要支援者をどう助けるかの方

に目が向いている。その順番が少し違うのでは

ないかということを聞くことがあります。従っ

て、一般の人たちに対しても防災訓練などいろ

いろなことが行なわれていますが、もう少し自

分ごとになるような取組みが必要なのではない

かなというのをとても感じています。仕組みが

十分あることは分かりつつ、プラスアルファで

何かが必要だと感じています。具体的に、今行

なっている防災訓練を変えるとなると大変だと

は思いますが、３０年前から言っているよう

な、地震だ、まずは火を消して、というのは、

もう古いと感じます。見直しをしっかりしてい

く必要があると思うので、タイミングをみて取

り組んでいただければと思っています。 

（室橋都市建設課長） 

今、震災や水害など災害時の復興シミュレー

ションをやっています。自助・共助・公助とい

う中で、学識経験者の先生がおっしゃること

は、自分たちの命をまずは守って、その次のス

テップで周りを助けるということです。昨年度

から今年度に掛けて、千住の西地区をモデルと

して、地域の皆さまと一緒に復興シミュレーシ

ョンをやっています。次に災害が起きたら、そ

の地域をどう復興していくかといった訓練をし

ています。これは来年度以降、横展開をしてい

き、足立区中にそういった意識を持った人を増

やすとともに、自助・共助・公助という形での

訓練を進めていきたいと思っています。 

（宮本分科会長） 

エリアデザイン、拠点開発というところがあ

りますが、これについていかがでしょうか。区

から現時点の取組みなど、一言いただけます

か。 
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（勝田政策経営部長） 

エリアデザインついては、区内７つの地域に

おいて、公共用地だけではないのですが、ＵＲ

の跡地、民間の土地も含めて、地域の核となる

民間施設を誘致して、地域を盛り上げていこう

というような施策でやっています。例えば、地

域の核として、江北地区では東京女子医科大学

の足立医療センター、花畑ではＵＲ団地の跡地

に文教大学を誘致したりしています。特に女子

医大は住んでいるだけで自ずと健康になるまち

づくりというのを進めているところです。過去

には拠点開発で日産だとか、あとは東亜スチー

ルだとか、大規模な工場跡地を利用して住宅を

誘致していたのですが、住宅ではなくてある程

度何か核となる施設を誘致してやっているとこ

ろです。エリアとしては、足立・北綾瀬エリア

と、あとは竹の塚・六町・江北・花畑・北千

住。この７つのエリアで現在事業を進めていま

す。竹の塚は先日鉄道の高架化が成りましたの

で、今は東西一体的な平面のまちづくりを進め

ているところです。 

（岡安委員） 

エリアデザインはそれぞれ民間の開発に絡め

て、主要駅のところを７つで進めていますが、

一方、そこに入っていないところのエリアデザ

イン計画をどうするのかという点。また、個々

の中でも例えば綾瀬エリアに図書館がない、西

側に大規模なホールが欲しい、駐輪場が少ない

という区民の意見・要望も多いです。今後、綾

瀬などもそうですが、千住の大川端エリアなど

何千世帯と転入した場合、小学校・保育園の問

題とか、しっかりと練らなければいけない問題

があると思っています。当然、色々と考えてい

らっしゃると思いますが、新田は一つの反省と

してしっかり捉えないといけない。新田は小学

校が分離してしまっています。人口動向を見誤

ったとまでは言いませんが、ちょっと甘かった

ところがある。そういったことが千住エリアで

起きないようにしっかりしてもらいたいと思い

ます。エリアデザインはまちの賑わいをしっか

り作っていく上ではよく練られてはいるのです

が、綾瀬の西口などは活性化が難しくて、一生

懸命、今、取り組まれています。こういった隙

間のまちができることも懸念があります。西新

井にしても竹の塚にしても、しっかりとエリア

デザイン計画が予定通り進むように練ってほし

いと思います。 

（宮本分科会長） 

前回出ていた一つは、足立区内にどうやって

若い人が来て子どもが増えるかという話でした

が、その点とこのエリアデザイン・拠点開発、

これはきちんと連動するような形で動いている

のでしょうか。 

（勝田政策経営部長） 

様々な七つのエリアだけではなくて、このエ

リアが連携することによって、足立区全体の魅

力を上げて、区外から選ばれるようなまちにな

りたいというのが一つの目標でやっています。

人を呼び込む施策ということでは一致した施策

だと思っています。定住者を増やすところで

は、エリアデザインでは住宅事業を今はやって

いないのですが、過去に新田・西新井について

は、住宅事業をやっていました。今は北千住の

方では大規模な開発が残っていますので、これ

から人口が増える形になると思いますが、やは

り民間住宅だと価格帯によってかなり入ってく

る年齢層が変わってくるので、その価格設定だ

とか開発のスケジュールは、新田の反省を含め

て、一度に子どもが増えないようにとか、そう

いった調整をしているところです。 

（遠藤委員） 

エリアデザインに関しては、北千住東口は大

学もできて、ある程度若者もたくさん集まるよ

うになって、それはそれで成功しています。し

かし、開発の時に最初に来るのが大きな資本

で、地元住民とか区役所がやる前に、どんどん

先に入ってくるので、そちらの方が圧倒的に増

えてくる。それはメリット・デメリット両方あ

りますが。その点もよく考えてやった方がいい

かもしれません。 

例えば、うちの商店街は２００店舗ありまし

たが、今や地元の店舗は１０ぐらいしかないで

す。あとは全部外から来るテナントになってい

る。あとは飲食の方に偏るとか、繁華街みたい

になってきている。それをどうしていくのかは

非常に難しいことです。 
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（勝田政策経営部長） 

東口の開発に関しては、東京電機大学を誘致

した後に、様々な民間開発の動きがある中で、

人が増えてくるといろいろな事業が動き出す一

方、これまで個人でやられていた店舗が、代替

わりに合わせて経営が変わったり、チェーン店

が入ったりしています。昔は特色のあるお店が

あって面白かったのが、チェーン店だけになっ

てしまっている。チェーン店は商店会にも加盟

しないというデメリットもあると聞いていま

す。後手に回っている部分はありますが、過去

の反省点はきちんと引き継いで、次の開発では

同じようなことが起きないように、情報共有を

しながら進めています。 

（遠藤委員） 

私のお店は文具店で７５年やったのですが、

テナントは廃業しました。今はビルを建て替え

て、テナントビルです。結果、商店街とは関わ

りがなくなってきたということはあります。 

（宮本分科会長） 

どこの自治体に行っても、みんな同じように

見えるまちづくりになっていて、だけどその中

で奇跡的にその土地の色を残しながら繁栄して

いるところがあります。他の新開発のところと

も同じようになってしまうと、足立区の良さが

なくなります。こういう区ほど、区特有のもの

が残ってほしいなというところだと思います。

東京２３区みんな同じようになり、でも結局中

心には負けるという話では、つまらない魅力の

ないところになる感じがします。 

（岡安委員） 

都会はそれだけで可能性があり、魅力がある

まちになるのだと思います。江東６区、足立区

も含まれますが、例えば隣の葛飾に行けば寅さ

んであったり、こち亀の銅像が建っていたり、

かなり大会社がそれ目当てで来るわけです。墨

田区に行けばスカイツリーとか。では「足立区

は何？」となった時に、まずは西新井大師と区

民の方は言われますが、三大大師ではあるので

すが、少々違うかなと個人的には思っていま

す。やはり何か核となるものがほしい。スカイ

ツリーが誘致できれば良かったのですが、そう

はならなかった。宇都宮は今や「餃子のまち」

となっていますが、あそこはもともと餃子のま

ちではなかったのに、いつの間にか餃子戦略で

成功した。これから１０年後、２０年後を目指

して戦略的に何かやっていってもいいのかなと

思います。それが成功するかどうかは別にし

て、やはり一つのビジョンとして掲げていく必

要がある。商店街も全区的に取り組む。北千住

は遠藤委員のところが頑張って、西も東も盛り

返していますが、他の商店街は衰退の一途。お

風呂屋さんと一緒でどんどん厳しい状況に追い

込まれています。そういう中ではどの地方に行

っても「足立区といえばあれだよね」って言っ

てもらえるような何かがないと、将来的に寂し

いのかなという気がします。 

（遠藤委員） 

商工会議所としては、あだち菜うどんを開発

して、Ｂ級グルメの大会に出ようという形でや

りましたが、それも今のところ落ち着いていま

す。また、お菓子を生産しているところが多い

ため、お菓子博は継続してやっています。それ

も新しいものが作れたかというとそうでもな

い。とにかくいろいろなものを作り出そうと思

ってはいますが、なかなか上手くいかないで

す。 

（伊東基本計画担当課長） 

エリアデザイン等を通じて魅力を高めてい

く。ハードの面でやっていくことはもちろん必

要だし、イベント等を打って魅力を高めること

も必要だと思いますが、打ち出し続けるという

ことはなかなか厳しい部分があるのも現実で

す。若い世代に選んでいただく。足立区は魅力

があるまちだというので選んでいただくには、

その世代に響く何かが必要だと思っています。

こんな切り口があればいいのではないかという

ことがあればご意見をいただきたいと思います

がいかがでしょうか。 

（遠藤委員） 

それに関して答えを見つけなければいけない

のですが、サブスクみたいなものを取り入れて

いかざるを得ないと思います。例えば、私は安

藤昌益と千住宿の関係を調べる会で活動してい

るのですが、総会を開くと、全国からいろいろ

な人たちが来ます。こんなものが足立区にあっ
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たのかとよく言われるので、もっと広めればい

いのでしょうが、我々も力がなくて広がらない

のが現状です。千住に著作がいっぱいあったの

ですが、それが広がらない。思想家の話ではあ

りますが。 

（宮本分科会長） 

地方が人口減でみんな四苦八苦しています

が、いろいろと見る機会があります。例えば移

住者が入っていて、大体若い人たちですが、そ

こでいろいろなことをガヤガヤとやって、成功

しているところもあります。拠点開発というの

は大きなイメージではなくて、ここをこうした

ら自分たちが住みやすいとか、移住してきた価

値があるとか、そういうものを作ろうとして、

いろいろな人たちがやりとりをする。都市と地

方で人が行ったり来たりしながら作っていきま

す。足立区の良さを生かすには、拠点をバーン

と開発するよりも、もっといろいろな人が寄り

集まって知恵を出し合ってやっていくような、

何かそういう手法が重要ではないかという感じ

がします。前回も申しましたが、芸大が足立区

に入ってきて、その周りはとても賑わってい

る。大学は大きな拠点開発ですが、そこを中心

にして若い人たちがガヤガヤといろいろやって

いるのはまた別の話です。区としては、区民た

ちの動きをサポートするようになれば、何かが

生み出されるのではないかという期待を感じま

す。 

（長谷川副分科会長） 

芸大を誘致し、毎年区も税金をつぎ込んで、

アーティストと地元の人が一緒に「音まち千住

の縁」というイベントをこの１０年以上、継続

してやっています。今は仲町の家ということ

で、一戸建てを借りてそこで恒常的にイベント

なり事業を打っていくということです。実はそ

の積み重ねがシャボン玉をやったり、だじゃれ

音楽祭を市場でやったり。千住地域だけではな

くて、今橋を渡って各区内でいろいろ事業を展

開しています。それもなかなか外から見えない

ようなところがまだあるのですが、まさに外部

の人材なりアーティストを入れた地道なまちな

かのアート的な動きはやってきています。 

実際に私どもが１０年前にシティプロモーシ

ョン課を２３区で初めて作ったのですが、その

時に１人採用した人が大阪の方で、千住にとり

つかれて、編集者なのですが、ぜひそういう発

信をしたいということで、区の職員になって一

緒に仕事をしていただいています。また、岩手

県出身のイラストレーターの方がやはり千住に

惚れて、一緒に動いてくれています。実はそう

いう人たちのネットワークもあります。それが

もう少し外に見えてくるようになると良い。ち

ょっととがった人たちの間ではその辺は見えて

いて、結構千住は面白いよねとなっている。お

風呂屋さんが劇場になっていたり、大きな建物

がベースではないですが、ネットワーク的に動

きが出てきているのは、この１０年間の取組み

だと思います。 

（宮本分科会長） 

今いろいろなところが取り組んでいますが、

空き家は空き家のままにしておいたら、とにか

く景観を崩し、負の影響しかならないのです

が、上手く使うことによって、地域が発展する

ということはあります。空き家のリノベーショ

ンというのは、最近技術的にもとても発達して

いると思います。例えば、若い人に低家賃で住

んでもいいよという形にして、その代わりの条

件として、そこに住んだ人たちは地域のために

何かをするといったことで、ギブ＆テイクの形

でまちおこしをしていくとか。そういうことも

あり得るのではないかと思います。 

本当の都心だと、あまりにも住宅が高すぎて

できないかもしれませんが、足立区だったら上

手くやると、住みやすいまちとして魅力を増

し、特に若い人たちも増えていく可能性もある

のではないかと感じます。 

（長谷川副分科会長） 

まさに今そこは動いているところで、都営住

宅へ大学生に入ってもらったりしています。 

（勝田政策経営部長） 

都営住宅の空き家をある程度まとまった単位

で区内の大学生に低家賃でお貸しし、その代わ

り町会の行事とか地域の行事に参加するような

ことを、今大学と協議をしているところで、既

に手を挙げている大学もあります。 

個別の案件に関しては、過去、北千住に関し
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ては全戸調査をして、使える、かつ所有者も活

用したいというところが把握できたため、活用

してみたいという方と結び付けたことはありま

す。ただし、空き家の活用は、千住エリア以外

では難しいということが課題として出ていま

す。 

（宮本分科会長） 

そのあたりは引き続きやっていただきたいと

思います。 

（岡安委員） 

都営住宅は戸数が少ないこともあるし、全区

的ではない。ＵＲが取り組み始めていますが、

これも意外と局地的で、今後の推移を見守らな

ければいけないと思います。しかしながら、や

っているところではかなり画期的な感じがする

ので見守っていきたいと思っています。 

足立区の特性を考えた時に、四方を川に囲ま

れているので、その川を使ったイベントなり、

川の強みで売り出していく。また、私も知らな

かったのですが、サラリーマン時代、足立区出

身ですと言った時に、会社の上司や同僚が「都

市農業公園って足立区だよね」「いい公園だよ

ね」なんて言うんです。私は千住育ちなのに、

そんな公園ありましたっけ？ みたいな感じで

した。確かに行ってみると、こんな公園がある

んだなと。意外と区外の人が関心を持っている

公園とか、生物園が素晴らしいとかです。区外

の人の意見をしっかり聞いて、その強みを更に

生かしていくことも大事だなと思いました。今

後の検討の種にしてもらえればと思います。 

（宮本分科会長） 

就労支援についてですが、２００９年に始ま

った足立若者サポートステーションに最初から

ずっと関わってきてよく知っています。全国１

７７あるサポートステーションの中でも最初の

頃に足立がオープンして、それ以来就労困難な

若者の支援をやってきて、経験も非常にあると

思っています。こういう活動は非常に重要です

ので続けてほしいです。同じように、困窮者支

援制度として、くらしと仕事の相談センターが

きちんとあることによって、区民の中でこぼれ

落ちる人を少なくするという意味で、非常に重

要なまちづくりの必須事業だと思っていますの

でよろしくお願いします。 

ジョブサポートあだちは同じことをやられて

いるのでしょうか。困窮者支援制度の中の就労

準備支援事業ですが、何も手を打たないと、い

ろいろな事情で仕事に就いて働くことができな

い人たちがじわじわと増えていく。これは足立

だけではなくて、世界的にそうだと言われてい

います。働くための支援の仕組みというのは、

社会のインフラだと言われていますので、そう

いう意味でも引き続きお願いしたいと思いま

す。 

それから、安心して住み続けられる住宅環境

についてです。高齢者単身の住宅問題は非常に

重要ですが、これはかなり先に手が付いてい

て、一人暮らしの賃貸住宅に住む高齢者の問題

というのは認識されています。一方、高齢期に

至る前の一人暮らしの人たちが増えており、そ

の方たちの８割方は賃貸住宅です。その賃貸住

宅に住んでいる一人暮らしの現役年齢層の人が

何を心配しているかというと、一つが住宅問題

です。このまま家賃を払い続けることができる

のだろうかということと、高齢期になって住ま

いをちゃんと確保ができるのかということを言

っているわけです。住宅が安心して老後まであ

るということ。これは安心して住み続けられる

ための重要条件なので、これは引き続きという

か、高齢者に限らずやっていただく必要がある

という感じがします。家庭を持ったら郊外に出

ていくというのはこの前お話をしましたが、足

立区に残った方たちの住宅の問題ということに

なろうかと思います。 

（山下俊樹委員） 

就労雇用についてですが、仕事をする側の立

場の施策が多いと思いますが、雇用側が雇用し

やすい環境も考えた方がいいのではないかと思

います。ハローワークとかもいいのですが、い

ろいろ制約が多くて難しい場合もある。例え

ば、うちなど掃除の職員が病気で辞めたので、

雇用したいと考えても、性別とか年齢とかハロ

ーワークではなかなか指定がしにくい。女子ト

イレの掃除なので、男性職員というわけにいか

ないので、女性を採らなければいけないのだけ

れども、今は人権問題などで指定ができず、使



19 

いづらい制度でもある。まさにマッチングとは

反対です。雇用する側がこういう人が欲しいと

いうのを支援する、あるいは、こういう人を雇

えば何らかの援助があるとか、そういったこと

も考えてもいいのではないかと思っています。 

（宮本分科会長） 

生活困窮者支援の絡みで、地方にはハローワ

ークではなくて、行政が直接、就労支援センタ

ーのようなものをつくって、特に地元の人が地

元で働けるようにする。本当にこと細かい条件

をきちんと聞いて、マッチングするといったこ

とに取り組んでいるところもいろいろ見てきま

した。ハローワークの就労支援というか、採用

というのは、非常に限定されています。制度が

カチッと決まっていて、そうではないものが必

要とされているということはよく言われます。 

（小栁委員） 

区内企業のデジタル化、区内産業の成長支援

の部分です。プログラマーとか、デジタルに強

い人たちには勉強会文化というのがあります。

いろいろな会社に勤めている人がボランティア

でどこかに集まって、自分たちが使っている技

術に関する勉強をするといったことが新宿や渋

谷ではあります。そういったものが東の方にも

あると、東側に住んでいる技術者のコミュニテ

ィもできます。そういったコミュニティにデジ

タル化で困っているような事業者の方が課題を

持ち込んでくれたりすると良いのではないでし

ょうか。こういう課題があってねという場合

に、こうすると簡単に実はできるよというよう

なコミュニケーションで盛り上がることが結構

あります。マッチングでもないですが、そのよ

うな場ができると面白いと思いました。 

（遠藤委員） 

商工会議所もデジタル化、テクノロジーに関

しては避けては通れないという認識を持ってい

ます。既にきっちりした形で進めています。ど

ういう形の目標を立てているかというと、コス

トパフォーマンスが良くなること、人手不足の

解消、人の定着、業務の効率化、情報セキュリ

ティなどです。あともう一つ大きいのは、ステ

ークホルダーに対するリスクヘッジも目標に置

いてやっています。今積極的に進めているの

は、内線と同じような形で使えるアプリ。ま

た、マイクロソフトのクラウドストレージで会

議をやるといったことを進めています。あとは

マイクロソフトのサブスク。そういったものを

動かしています。会社はかなりのスピードでテ

クノロジー化しています。私どものところに情

報関連でよく営業に来ている方々は会社にはほ

とんど出社していません。オンラインで会議や

夕礼・朝礼をやっている。あとはタブレットと

かノートパソコンとかを使う。出社は月１回と

か言っていました。その代わり定期代は出な

い。だから、いい面と悪い面と両方持ち合わせ

ています。足立区の場合、大体２２,０００～２

３,０００の企業があるのですが、商工会議所に

入っているのは３,３００社です。残りの２万社

をどんな形で進めるかは課題なのです。足立区

の場合、５人から１０人の小さな企業が多いの

で、彼らに適した運営の仕方、経営の仕方を考

えていかないと、いきなりこれを全部テクノロ

ジー化と言っても簡単にはいかない。未だにフ

ァックスでやりとりをしている場合が多いで

す。あとは電話です。格差がこれから出てくる

ので、テクノロジー化はやれるうちにやってお

くという形が一番ですが、お金が掛かる問題は

あります。 

（宮本分科会長） 

避けて通れない課題ですね。では整理をして

いただけますか。 

（（株）地域計画連合 柳坪） 

地域特性を生かしたまちづくりを進めるとい

うことで、まずは区からエリアデザインに関し

て、現在の状況を説明していただきました。７

つのエリアで進めていますが、その中でもいろ

いろな細かなニーズが出てきているので、より

具体的に細かく計画して進めていくのが重要だ

ということ、７つ以外のところもまちづくりと

して重要であるので、見ていく必要があるとい

うのが意見としてありました。 

安心して住み続けられる住宅環境という点で

は、単身者の８割、多くの方が賃貸であること

を考えた場合、今後その方たちが高齢化してい

って、仮にずっと単身の場合、住むことに関す

る不安というものはあるので、それをどう解消



20 

していくのか、そこも考えながら進める必要が

あるというのがありました。 

その他としてここで記載しているのは、足立

区の核となるものがパッと浮かんでこないとい

うこと。例えば墨田区ならばスカイツリー、宇

都宮ならば餃子、みたいな話がありました。今

ではなく、１０年、２０年後の先を見据えて考

える必要があるのではないか。その一方でいろ

いろなものは既にあるはずなので、そういった

ものを区外の方とか、若者を含めてご意見を聞

いて、それを打ち出していくというのが必要で

はないかということです。作り出すことと同時

にやはりそれを周知していく、広めていくのが

重要だというお話がありました。先ほどの住居

環境とも関連しますが、空き家のリノベーショ

ンの話もありますので、既に進めているところ

もございますが、そこら辺は引き続き必要とい

う話がありました。 

地域経済の活性化に関しては、デジタル化の

話。情報関連企業にお勤めの方もいらっしゃる

ので、そういった専門家同士の勉強会を開催す

ることによって、地元の事業・商店街の方への

貢献・支援が上手く仕事としても回れるように

するといいのではないか。その中で商工会議所

等に入っていない個々でやっている方たちにど

う広めていくかを考えないと、情報格差的なも

のが広がるということが懸念事項として挙がり

ました。 

就労・雇用支援としては、今やっている若者

ステーションとかそういったものは引き続き力

を入れてやっていく一方で、雇用する側、企業

側の立場として、雇用しやすさという視点も必

要ではないかというご意見をいただきました。 

更に災害に強いまちを作るということで挙が

っているのが、要支援者対応は進めているが、

実効性が伴わないというのが前回ご意見として

ありました。実効性が伴わない要因として、順

番がおかしいからではないかというご指摘で

す。実際に要支援者を助ける上では、まずは、

健常者が無事に支援側に回れるような訓練なり

が重要であるというご意見がありました。 

道路・交通網に関しては、交通空白地域への

対応。既に区でも検討中ということですが、新

しい仕組みづくりが早急に必要で、次期計画で

は重要というご意見でした。最後に道路環境と

いうことで、舗装の不良等に関して区に知らせ

る仕組みがあるとよい、というご意見がありま

したが、それに対して既に LINEで受け付けると

仕組みがあるのですが、それが区民には伝わっ

ていなかったということで、きちんと周知して

いこうという話がございました。 

（宮本分科会長） 

ありがとうございました。では第２回の足立

区基本計画のくらし・まち分科会は締めさせて

いただきます。 

 

３ 今後の議論に向けた資料の説明について 

（伊東基本計画担当課長） 

資料５と記載のある足立区基本計画審議会第

２回分科会の基本計画策定のための追加資料が

ございます。こちらの内容についてご説明しま

す。 

２つありまして、転出入の状況と、あとはこ

の間、この分科会の中でも議論になっている壮

年期単身者の状況について数字をまとめまし

た。まず人口の状況ですが、２３区特別区全体

の傾向と、足立区の傾向という順で資料を作っ

ています。転出入者の状況ですが、平成１０年

以降転入超過の状況です。それは日本人だけで

はなく、外国人も２３区は転入超過です。 

５ページは足立区の状況です。足立区も同じ

ように平成１５年度から転入超過になっていま

す。ただし、足立区の人口構造としては、０歳

から１４歳という子どもの世代が減ってきてい

るのに対して、６５歳以上が多くなっていま

す。 

６ページは外国人の状況です。こちらもコロ

ナ期を除いて転入超過の傾向です。 

７ページは２３区との比較になります。転入

者はいずれの区も２０代が一番多く入ってきて

います。転出者においても多くの区で２０代が

一番多い状況です。中央区・港区・千代田区は

３０代が一番出ていっていますが、総じて２０

代が転入も転出も多いです。 

８ページ、９ページは特別区間での比較で

す。８ページは総人口に対して転出入者がどれ
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ぐらいの割合で発生しているかというところを

並べています。足立区は転出者が５％、転入者

が５.４６％ということで、他区と比較するとそ

れほど動きがある方ではないことが分かりま

す。一番左が特別区ですので特別区の平均で

７％前後なので、足立区はそれを下回っていま

す。次に０から９歳をご覧いただくと、特別区

全体平均より少ない状況です。９ページは２０

代、３０代ですが、同様の傾向です。 

１０ページは転出入者の状況を色別に示して

います。区外からの転入者が多い割合の区が赤

くなっていますが、足立区は転入者の７０％以

上が特別区外から転入をしてきています。右側

が転出の割合ですが、黄色で書かれているのが

実は６０％から７０％未満ということで２３区

では比較的高いところです。足立区において

は、転入も転出も区外からという傾向が高いこ

とが分かります。 

１１ページはどの自治体から転入してきて、

どの自治体に転出していることをまとめていま

す。 

１２ページ以降が壮年期単身者の状況です。

ここで言う壮年期単身者の定義ですが、３５歳

から６５歳の単身者です。これは特別区長会調

査研究機構というところで、令和元年度に特別

区における小地域人口・世帯分析及び壮年期単

身者の現状と課題という報告書がまとめられて

いるのですが、こちらは宮本先生がご参画され

ています。 

１４ページにグラフがあるのですが、今申し

上げた壮年期単身者というところの割合なので

すが、全国と特別区を比較すると、特別区はそ

うした層が全国に比べて多い状況です。その

方々は未婚者が比較的多いので、特別区は全国

と比較して壮年期単身者の割合を牽引していま

す。 

１５ページは足立区の状況です。足立区は全

国の割合よりは高いのですが、特別区全体より

は低いです。それを縦のグラフにしたのが１６

ページ以降です。左側のグラフが特別区全体の

割合です。人数と人口割合で言うと、特別区全

体では令和２年度２５％を超える方々が壮年期

単身者になるのですが、足立区では１９.４８％

ということでまだ差があるという状況です。 

１８ページが状況を色別で表しています。傾

向として左側が令和２年度ですが、足立・葛

飾・江戸川といった東部のエリアは壮年期単身

者の割合が低く、千代田区や中央区といった中

心部で高くなっています。右側の表は、これは

平成１２年度から令和２年度までの壮年期単身

者の増加率を示しています。こちらも千代田区

や中央区の伸びが３００％以上ということで非

常に高くなっていますが、その周辺区について

は１００％未満。足立区は５８.９６％となって

います。 

こうした現状を踏まえて、次回以降、足立区

として取るべき対応はどういったものがふさわ

しいのかのご意見をうかがいたいと考えていま

す。 

 

４ 事務連絡 

（伊東基本計画担当課長） 

次回は第２回全体会になります。日時は来

年、令和６年１月１６日、１３時からの開催を

予定しております。場所は本日と同じ、この８

階の特別会議室です。当日の資料については、

今回と同様あらかじめ送付することを予定して

おりますが、データでの送信も可能です。また

タブレットで当日ご覧いただけるようにしたい

と思いますので、ご利用の方は事務局までお申

し付けください。 

本日はこれにて第２回の分科会を終了しま

す。どうもありがとうございました。 


